
武

田

氏

と

甲

府

巻

編

纂

―

は
じ
め
に

「
武
田
氏
と
甲
府
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
だ
れ
も
が
永
正
十
六
年

（
一

五

一
九
）
に
武
田
信
虎
が
新
館
を
瑯
暇
ヶ
崎

（甲
府
市
古
府
中
町
）
に
営
み
、

こ
こ
を
甲
斐
府
中

（略
し
て
甲
府
）
と
命
名
し
、　
一
国
統
治
の
中
心
と
し
た
時

以
後
を
想
起
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
甲
府
の
地
と
武
田
氏
と
の
関

係
は
決
し
て
信
虎
の
甲
府
移
館
の
時
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
十
二
世
紀
の

前
半
に
甲
斐
源
氏
が
甲
斐
に
土
着
し
て
以
後
、
武
田
氏
の
中
に
は
現
在
の
甲
府

市
内
に
根
拠
を
置
い
て
活
動
し
た
人
た
ち
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
詳
細
は
い
ず

れ
市
史
通
史
編
の
中
で
記
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
そ
の
歴
史
を
概

観
し
、
併
せ
て
問
題
点
等
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

甲
斐
源
氏
の
甲
斐
下
向
と
市
河
荘

武
田
氏
は
清
和
天
皇
を
祖
と
す
る
清
和
源
氏
の
一
流
甲
斐
源
氏
の
中
心
的
氏

族
で
あ
り
、
そ
の
甲
斐
源
氏
は
源
義
家
の
弟
新
羅
三
郎
義
光
を
祖
と
し
て
い
る
。

義
光
は
甲
斐
守
に
任
命
さ
れ
た
と
い
い
、
甲
斐
国
内
に
は
そ
の
関
係
遺
跡
と
い

わ
れ
る
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今

一
つ
確
実
な
証
拠
が
な
い
。
実
際
に

貝

正

甲
斐
に
土
着
し
た
こ
と
の
確
実
な
最
初
の
人
は
、
そ
の
子
義
清
、
孫
清
光
の
親

子
で
あ
る
。
義
清
に
つ
い
て
、

『
尊
卑
分
脈
』
や

『
武
田
系
図
』
に
甲
斐
国
市

河
荘
に
配
流
さ
れ
た
と
見
え
る
か
ら
、
甲
斐

へ
の
下
向
が
配
流
と
い
う
形
で
あ

っ

た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で

配
流
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
従
前
諸
説
が
あ

っ
て
決
定
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
時
志
田
諄

一
氏
が
、
甲
斐
源
氏
の
故
郷
は

『
和
名
抄
』
に
い
う

常
陸
国
那
珂
郡
武
田
郷
、
現
在
の
茨
城
県
勝
田
市
武
田
の
地
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
氏
に
よ
る
と
、
常
陸
に
進
出
し
た
源
義
光
は
、
そ
の
子
義
業
を

佐
竹
郷
に
、
義
清
を
武
田
郷
に
配
置
し
て
勢
力
の
扶
植
を
図

っ
た
が
、
義
清
は

そ
こ
を
本
拠
と
す
る
常
陸
大
嫁
の

一
族
吉
田
氏
ら
在
地
勢
力
の
反
発
を
受
け
、

そ
の
上
、

『
長
秋
記
』
大
治
五
年

（
一
一
三
〇
）
十
二
月
三
十
日
条
に
よ
る
と
、

そ
の
子
清
光
は
濫
行
の
故
を
も

っ
て
朝
廷
に
告
発
さ
れ
る
に
至
り
、

つ
い
に
父

子
と
も
ど
も
甲
斐
国
市
河
荘
に
配
流
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
義
光
の
常
陸

進
出
に
は
確
証
が
あ
り
、
ま
た
浅
羽
本

『
武
田
系
図
』
が
、
義
清
の
母
を
常
陸

国
の
住
人
鹿
島
清
幹
の
女
と
し
て
い
る
の
も
、
義
光
父
子
と
常
陸
と
の
関
係
を

一異
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、

『
尊
卑
分
脈
』
が
義
清
に

「
武
田
冠

者
」
と
注
記
し
、

『
大
聖
寺
過
去
帳
』
が

「
俗
名
号
武
田
刑
部
太
輔
義
清
」
と



す
る
な
ど
、
か
れ
が
す
で
に
武
田
氏
を
名
乗

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ

の
理
由
が
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
甲
斐
下
向
の
年
代
に
つ
い
て
も
、
告

発
さ
れ
た
の
が
大
治
五
年
の
暮
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
翌
年
の
天
承
元
年

（
一

一
三
一
）
ご
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
従
前
漠
然
と
十
二
世
紀
初
頭
ご
ろ
と
し

て
い
た
の
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
配
流
さ
れ
た
か
の
問

題
は
解
決
し
た
が
、
近
時
配
流
先
の
市
河
荘
が
ど
こ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
新

し
い
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。　
一
般
に
は
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
が

『
和
名

抄
』
に
い
う
巨
麻
郡
市
川
郷
の
地
で
あ
り
、
の
ち
の
市
河
荘
の
地
で
も
あ
り
、

そ
の
平
塩
岡
に
は
義
清
館
跡
と
伝
え
る
所
や
義
清
の
墳
墓
と
い
わ
れ
る
も
の
が

残

っ
て
い
て
、
こ
こ
が
父
子
の
配
流
先
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

甲
府
市
南
西
部
に
接
す
る
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
に
義
清
神
社
が
あ
り
、
そ
の

す
ぐ
近
く
に
そ
の
墳
墓
と
い
わ
れ
る
も
の
も
残

っ
て
い
て
、
近
年
そ
の
発
掘
調

査
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
伝
承
地
を
調
整
し
て
、
最
初
に

土
着
し
た
の
が
市
川
大
開
町
、
晩
年
に
義
清
が
隠
棲
し
た
の
が
昭
和
町
の
義
清

神
社
の
地
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が

一
般
の
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
、
義
清
の
甲
斐

下
向
は
五
十
七
歳
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
隠
居
年
齢
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
晩
年
の
隠
棲
と
い
う
の
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
昭
和
町
の
方
へ
土
着

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
疑
間
が
起
こ
っ
て
き
た
。

こ
の
疑
問
を
支
え
る
有
力
な
論
拠
が
、
市
河
荘
の
荘
域
に
つ
い
て
の
研
究
で

あ
る
。
市
河
荘
は
冷
泉
筑
皇
の
安
和
二
年

（九
六
九
）
の

『
法
勝
院
領
目
録
』

（
『
平
安
遺
文
』
二
）
に
、

「甲
斐
国
市
河
庄
田
地
壱
拾
参
町
玖
段
参
値
壱
拾

歩
」
と
見
え
、
史
料
上
確
認
で
き
る
甲
斐
国
最
古
の
荘
園
で
あ
る
。
寺
の
主
張

に
よ
る
と
、
十
世
紀
の
初
頭
ご
ろ
に
は
す
で
に
法
勝
院
領
と
な
っ
て
い
た
と
い

う
。
全
部
で

一
三
町
九
段
三
一
〇
歩
の
田
地
は
大
部
分
巨
麻
郡
に
あ
っ
た
が
、

一
部
は
山
梨

・
八
代
両
郡
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
期
の
特
徴
で
あ
る
散
在
的

所
領
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
条
里
復
元
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
地
域
の
比
定
は

困
難
で
あ
る
が
れ
仮
に

「
巨
床
郡
九
条
三
宮
原
里
」
を
今
日
の
甲
府
市
宮
原
町

付
近
と
す
れ
ば
、
郷
名
の
ま
た
荘
名
の
起
こ
り
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う

「
九
条
四

市
河
里
」
は
、
そ
れ
に
隣
接
し
た
地
域
と
な
り
、
義
清
父
子
が
配
流
さ
れ
た
市

河
荘
を
昭
和
町
西
条
付
近
と
す
る
説
も
成
立
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
も

っ
と
も
な
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
や
は
り
問
題
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
義
清
父
子
の
甲
斐
下
向
の
天
承
元
年

（
一
一
三
一
）
ご
ろ
は
、

安
和
二
年
の
一
六
〇
余
年
も
後
で
あ
り
、
市
河
荘
が
当
時
な
お
散
在
的
形
態
を

保
持
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

特
に
鎌
田
荘
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
鎌
田
荘
は

『
中
右
記
』
保
延
三
年

（
一
一
三
七
）
四
月

一
日
条
が
初
見
で
、
こ
の
時
関
白

藤
原
忠
通
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
の
四
月
二
十
二
日
に
は
賀
茂
斎

院
領

へ
の
寄
進
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
安
元
二
年

（
一
一
七
六
）

二
月
に
は
八
条
院
領
と
し
て
見
え
、
鎌
倉
時
代
の
後
期
嘉
元
四
年

（
一
三
〇
六
）

六
月
に
は
歓
喜
光
院
領
の
中
の
一
荘
と
し
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
成

立
当
時
の
荘
域
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
甲
府
市
宮
原
町
に
鎮
座
す
る
宇
波
刀

神
社
は
、
鎌
田
八
幡
官
と
も
呼
ば
れ
鎌
田
荘
の
総
社
で
あ
っ
た
と
い
う
。
後
世

鎌
田
八
郷
と
呼
ば
れ
た
地
域
を
荘
域
と
す
れ
ば
、
甲
府
市
南
西
部
か
ら
昭
和
町
・

玉
穂
町
に
か
け
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
初
期
の
市
河
荘
の
荘
域
と
重
複
す

る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
こ
れ
も
問
題
で
あ
る
が
、
鎌
田
荘
の
成
立
期
が
い
つ

で
あ
る
か
が
よ
り
大
き
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
荘
の
初
見
の
保
延
三
年
は
甲
斐

源
氏
下
向
の
年
と
推
定
さ
れ
る
天
承
元
年
の
わ
ず
か
六
年
後
で
あ
る
か
ら
、
甲

斐
源
氏
下
向
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
大
き
い
。
し

か
し
甲
斐
源
氏
下
向
後
の
成
立
で
、
し
か
も
そ
の
成
立
に
義
清
父
子
が
関
与
し
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た
と
考
え
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
の
研
究
に
待
ち

た
い
と
思
う
。

鎌
倉
時
代
の
武
田
氏
と
甲
府

義
清
の
子
清
光
は
、
逸
見
冠
者
と
呼
ば
れ
、
八
ヶ
岳
山
麓
逸
見
荘
に
根
拠
を

置
い
た
が
、
そ
の
大
勢
の
子
や
孫
を
国
内
の
要
地
に
分
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

甲
斐
源
氏
の
勢
力
は
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
う
ち
、
武
田
氏
を
名
乗

る
の
が
信
義
で
、
今
の
韮
崎
市
武
田
の
地
に
根
拠
を
置
い
た
。
信
義
の
子
と
し

て
忠
頼

・
兼
信

・
有
義

・
信
光
の
四
名
が
知
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
韮
崎
市
の

地
を
去

っ
て
盆
地
の
中
心
部
へ
と
移

っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
末
弟
の

信
光
は
石
禾
御
厨

（石
和
町
）
を
押
さ
え
、
こ
れ
が
武
四
氏
の
宗
家
を
継
ぐ
こ

と
に
な
る
が
、
三
人
の
兄
た
ち
は
い
ず
れ
も
今
の
甲
府
市
内
に
根
拠
を
置
い
た
。

ま
ず
忠
頼
で
あ
る
が
、
今
の
甲
府
市
の
中
心
地
に
あ

っ
た

一
条
郷
に
拠

っ
て

一
条
次
郎
と
称
し
た
。
忠
頼
は
源
氏
の
挙
兵
以
来
父
に
従

っ
て
武
功
を
立
て
、

特
に
木
曽
義
仲
の
追
討
に
功
が
あ

っ
た
が
、
源
頼
朝
に
そ
の
勢
威
を
忌
ま
れ
、

元
暦
元
年

（
一
一
八
四
）
六
月
、
鎌
倉

へ
招
か
れ
頼
朝
の
面
前
で
謀
殺
さ
れ
る

と
い
う
悲
運
に
あ

っ
た
。
忠
頼
の
居
館
は
一
条
小
山
の
地
、
現
在
の
甲
府
城
跡

に
あ
っ
た
が
、
忠
頼
が
死
ぬ
と
夫
人
は
出
家
し
て
そ
の
居
館
を
尼
寺
と
し
た
。

後
の
一
蓮
寺
で
あ
る
。
次
に
兼
信
は
甲
府
市
の
東
部
板
垣
郷
に
拠

っ
て
板
垣
三

郎
と
称
し
た
。
平
家
追
討
に
功
が
あ

っ
た
が
、
陣
中
で
の
土
肥
実
平
の
専
断
を

鎌
倉
に
訴
え
て
一
蹴
さ
れ
る
な
ど
頼
朝
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
。
の
ち
太
皇
太
后

宮
領
駿
河
国
大
津
御
厨
の
地
頭
と
し
て
違
勅
の
罪
に
問
わ
れ
、
建
久
元
年

（
一

一
九
〇
）
八
月
に
は

「
違
勅
以
下
の
積
悪
」
の
故
を
も

っ
て
隠
岐
国
に
流
罪
と

な
っ
た
。
ま
た
有
義
は
武
田
氏
を
称
し
、
甲
府
市
の
西
部
か
ら
北
部
に
わ
た
る

塩
戸
荘

ｏ
小
松
荘
あ
た
り
に
根
拠
を
置
い
て
い
た
。
平
氏
全
盛
時
代
都
に
あ
っ

て
左
兵
衛
尉
に
任
ぜ
ら
れ
、
小
松
内
府
重
盛
の
剣
持
を
務
め
て
有
名
で
あ
っ
た

が
、
文
治
四
年

（
一
一
八
入
）
三
月
十
五
日
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
で
の
大
般
若

経
供
養
の
際
、
頼
朝
か
ら
路
次
の
剣
を
も
つ
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
の
を
渋
り
、
頼

朝
の
不
興
を
買

っ
て
行
列
か
ら
逐
電
す
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
頼

朝
の
死
後
、
梶
原
景
時
は
こ
の
有
義
を
後
任
の
将
軍
に
奏
請
ｔ
よ
う
と
画
策
し

た
と
い
う
が
、
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
正
月
、
梶
原

一
族
が
減
ば
さ
れ
た
と

き
、
有
義
も
こ
れ
に
策
応
し
て
上
洛
を
企
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
も
、
こ
の
有
義
の
一
件
を
幕
府
に
報
知
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
弟
の
石

禾
五
郎
信
光
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
甲
府
市
に
根
拠
を
置
く
三
兄
弟
が
殺
さ
れ
た
り
失
脚
し
て
い
っ
た

結
果
、
武
田
の
嫡
流
を
継
ぐ
の
は
石
禾
御
厨
に
根
拠
を
置
く
五
郎
信
光
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
甲
府
市
に
根
拠
を
置
く
三
兄
弟
の
後
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。ま
ず

一
条
忠
頼
の
後
で
あ
る
が
、　
一
条
氏
を
継
い
だ
の
は
信
光
の
子
六
郎
信

長
で
あ
る
。
忠
頼
か
ら
は
甥
に
当
た
る
。
武
田
六
郎
と
も
称
す
る
が
、　
一
条
六

郎
と
も
号
し
て
い
る
。
建
長
六
年

（
一
二
五
四
）
に
大
般
若
経
六
百
巻
を
武
田

八
幡
宮
に
納
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

（現
在
法
善
寺
所
蔵
五
六
一
巻
は
国
指
定

重
要
文
化
財
）
。
そ
の
子
に
入
郎
信
経
、
信
経
の
子
に
時
信
が
あ
る
。　
一
条
源

八
と
称
し
、
甲
斐
守

・
甲
斐
守
護
で
あ

っ
た
と
い
う

（
『
尊
卑
分
脈
』
）
。
時

宗
第
二
祖
他
阿
真
教
に
帰
依
し
、
忠
頼
未
亡
人
の
建
て
た
尼
寺
を
時
宗
に
改
め
、

弟
法
阿
朔
日
を
開
山
と
し
た
の
が
名
利

一
条
道
場

一
蓮
寺
の
起
こ
り
で
あ
り
、

時
に
正
和
元
年

（
一
三
一
二
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
時
信
は
武
川
衆
の
祖
と
も

い
わ
れ
、
武
河
筋
方
面
に
も
所
領
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、　
一
条
氏
の
主

要
な
拠
点
が
甲
府
市
の
中
心

一
条
郷
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
氏
寺

一
蓮
寺
と
の
関

係
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。　
■

蓮
寺
寺
領
目
録
』

（
『
新
編
甲
州
古
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文
書
』
）
に
よ
る
と
、
貞
治
三
年

（正
平

一
九

・
一
三
六
四
）
当
時
の
寺
領
は

一
七
町
七
段

・
屋
敷
二
所
で
、
甲
府
市
の
外
に
も
散
在
す
る
が
、
大
部
分
は
甲

府
市
、
特
に
一
条
郷
内
に
集
中
し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
寄
進
者
に
一
条
氏
が

多
か
っ
た
。
ま
ず
正
慶
元
年

（元
弘
二
。
一
三
三
二
）
三
月
十
日
付
で

一
条
郷

内

一
町
七
段
の
地
を

一
条
十
郎
入
道
道
光
が
寄
進
し
た
の
に
始
ま
り
、
文
和
三

年

（正
平
九

・
一
三
五
四
）
ま
で
に
、　
一
条
郷
内
で
五
か
所
都
合
七
町
二
段
の

地
が

一
条
甲
斐
守
信
方
ら

一
条
氏
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
条
氏
の
所
領
が

一
条
郷
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
す
る
に
足
る
で
あ
ろ

う
。
な
お
確
証
は
な
い
が
、
時
信
を
甲
斐
国
守
護
と
す
る

『
尊
卑
分
脈
』
の
説

は
、
事
実
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
信
頼
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
信

長
の
末
子
に
信
行
が
い
る
。　
一
条
九
郎
と
称
し
た
が
、
高
畠

（甲
府
市
高
畑
）

に
住
ん
で
高
畠
氏
を
号
し
、
そ
の
子
に
高
畠
二
郎
行
時
、
孫
に
高
畠
二
郎
太
郎

時
盛
な
ど
の
名
が
見
え
る

（
『
尊
卑
分
脈
』
）
。

以
上
は
一
条
忠
頼
の
名
跡
を
継
い
だ
信
長
と
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

忠
頼
は
甘
利
荘

（韮
崎
市
）
を
も
押
え
、
そ
の
実
子
行
忠
は
こ
こ
に
館
を
置
い

て
甘
利
氏
を
称
し
た
。
元
暦
元
年
に
父
忠
頼
が
謀
殺
さ
れ
る
と
、
行
忠
も
捕
え

ら
れ
て
常
陸
国
に
配
流
さ
れ
、
翌
年
配
所
で
誅
殺
さ
れ
た
と
い
う
が

（
『
尊
卑

分
脈
』
）
、
子
孫
は
甘
利
氏

ｏ
上
条
氏
ら
と
し
て
存
続
す
る
。

次
に
隠
岐
に
配
流
さ
れ
た
板
垣
兼
信
の
子
孫
は
、
甲
府
市
東
部
板
垣
郷
に
根

拠
を
置
く
雄
族
と
し
て
存
続
し
、
戦
国
時
代
信
方
の
代
に
及
ん
だ
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
板
垣
の
地
に
は
宋
僧
蘭
渓
道
隆

（大
覚
禅
師

。
一
二
一
三
ど

七
八
）
の
開
創
し
た
臨
済
の
名
刺
東
光
寺
が
あ
る
。
道
隆
は
執
権
北
条
時
頼
の

帰
依
を
得
て
建
長
五
年

（
一
二
五
三
）
鎌
倉
に
建
長
寺
を
開
創
し
た
が
、
そ
の

後
譲
言
に
よ
っ
て
甲
斐
に
流
さ
れ
、
板
垣
に
東
光
寺
、
甘
利
に
永
岳
寺
を
建
て

た
。
そ
の
後
許
さ
れ
て
鎌
倉
に
帰

っ
た
が
、
再
度
流
さ
れ
て
東
光
寺
に
住
し
た
。

後
年
甲
斐
が
臨
済
禅
の
一
中
心
地
と
し
て
繁
栄
す
る
墓
は
、
道
隆
の
三
度
に
わ

た
る
甲
州
下
向
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
拠
点
と
な
っ
た

の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
東
光
寺
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
だ
れ
が
道
隆
を
迎

え
入
れ
、
東
光
寺
を
開
基
し
て
そ
の
外
護
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
証

は
な
い
が
、
板
垣
氏
を
お
い
て
他
氏
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
兼
信
の
子
に
頼
時

・
頼
重
、
頼
重
の
子
に
頼
兼
ら
四
名
、
頼

兼
の
子
に
行
頼
、
行
頼
の
子
に
長
頼
が
見
え
、
い
ず
れ
も
板
垣
氏
を
名
乗

っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
だ
れ
か
が
、
流
話
の
道
隆
を
郷
内
に
招
き
、
東
光
寺
を
建
て

て
開
山
に
迎
え
、
自
ら
は
大
檀
越
と
し
て
そ
の
外
護
に
当
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ

次
に
有
義
の
子
孫
で
あ
る
が
、
有
義
自
身
は
武
田
氏
の
嫡
流
と
し
て
一
貫
し

て
武
田
氏
を
称
し
て
い
る
が
、
そ
の
子
孫
は
も
は
や
武
田
氏
を
名
乗

っ
て
は
い

な
い
。
居
地
に
よ
っ
て
飯
田
・
小
松

・
塩
部

・
吉
田
ら
を
名
乗
る
が
、
吉
田
以

外
は
甲
府
の
地
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

『
武
田
系
図
』
の
中
に
は
有
義
に

「
逸

見
四
郎
兵
衛
」
と
注
記
す
る
も
の
が
あ
り
、
物
語
類
に
も
逸
見
と
書
い
た
も
の

が
多
い
。
有
義
自
身
が
逸
見
氏
を
名
乗

っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
の
子
孫
の

正
規
の
氏
称
は
逸
見
氏
で
あ

っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
従

っ
て
逸
見
氏
は
清
光

の
長
子
光
長
の
子
孫
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。　
コ

蓮
寺
寺
領
目
録
』

に

「飯
田
郷
内
五
段
　
逸
見
豊
前
守
信
有
寄
進
　
文
和
二
年
五
月
九
日
」
と
あ

る
逸
見
信
有
は
こ
の
有
義
の
系
統
で
あ
り
、
当
時
飯
田
の
地
に
所
領
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
上
杉
禅
秀
の
乱
後
、
関
東
公
方
持
氏
の
寵
臣
と
し
て
活

躍
し
、
永
享
の
乱
で
持
氏
と
運
命
を
と
も
に
し
た
逸
見
有
直
も
ま
た
こ
の
系
統

の
人
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
武
田
信
義
の
子
で
甲
府
に
根
拠
を
置
い
た
三
名
と
そ
の
子
孫
な
い
し

後
継
者
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
も

っ
と
も

一
条
忠
頼
と
板
垣
兼
信
は
武
四
氏
を
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称
し
た
形
跡
が
な
い
の
で
、
厳
密
に
は
武
田
氏
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
こ
こ
で
は
信
義
の
子
孫
と
い
う
意
味
で
広
義
に
解
釈
し
た
。
信
光
が
武
田

氏
の
嫡
流
と
な
っ
て
か
ら
は
そ
の
子
孫
だ
け
が
武
田
氏
を
称
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
こ
に
も
多
く
の
流
れ
が
あ

っ
た
。
主
な
る
も
の
三
を
挙
げ
れ
ば
、
ま
ず

第

一
に
、
信
光
―
信
政
―
信
時
１
時
綱
―
信
宗
―
信
武
と
続
く
武
四
氏
の
嫡
流

が
あ
る
。
信
時
流
武
田
氏
と
呼
ば
れ
る
。
武
田
氏
の
嫡
流
で
は
あ

っ
た
が
、
信

光
が
安
芸
守
護
に
任
ゼ
ら
れ
、
そ
の
子
係
も
同
国
守
護

（
に
監
ぜ
ら
れ
て
い
る
た

め
、
あ
る
時
期
以
後
そ
の
本
拠
は
安
芸
に
移

っ
て
い
た
。
第
二
は
信
政
の
子

（信
時
の
弟
）
政
綱
―
信
家
―
貞
信
―
政
義
と
続
く

一
流
で
、
石
禾
御
厨
に
拠

っ

た
た
め
普
通
石
和
流
武
田
氏
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
信
光
の
子
で
一

条
忠
頼
の
名
跡
を
継
い
だ
信
長
に
始
ま
り
、
そ
の
子
信
経
―
時
信
―
義
行
卜
信

方
と
続
く

（
『
尊
卑
分
脈
』
）
系
統
で
、　
一
蓮
寺
を
氏
寺
と
し
、
甲
府
市
の
中

心
部

一
条
郷
に
根
拠
を
置
い
て
い
た
。
こ
の
系
統
を

一
条
流
武
田
氏
と
呼
ん
で

お
き
た
い
。
鎌
倉
時
代
の
甲
斐
守
護
は
石
和
流
と

一
条
流
の
両
武
田
家
か
ら
交

互
に
出
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

南
北
朝

。
室
町
時
代
の
武
田
氏
と
甲
府

南
北
朝
の
動
乱
は
甲
斐
の
政
情
に
も
大
き
な
変
容
を
も
た
ら
し
た
。
武
田
氏

に
つ
い
て
も
、
惣
領
家
信
時
流
武
田
氏
の
復
権
と
石
和
流

・
一
条
流
両
武
田
氏

の
没
落
と
い
う
対
照
的
な
事
象
が
起
き
た
。
鎌
倉
時
代
の
末
に
甲
斐
守
護
で
あ
っ

た
の
は
石
和
流
の
政
義
で
あ
り
、
足
利
尊
氏
自
立
の
始
期
、
建
武
三
年

（
一
三

三
六
）
正
月
当
時
も
尊
氏
方
の
守
護
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
明
証
が
あ
る
が
、

職（を『鰤力、訪濠判嘲瀬『紺撃呼胸雑が孵報螂行嵯拘諄耕潮一韓厳
（め『守導

坂
神
社
記
録
』
上
）
は
、
父
死
後
の
悲
惨
な
運
命
を
切
々
と
訴
え
て
い
る
が
、

自
家
の
回
復
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
甲
斐
守
護
は
、
尊
氏
の
寵
臣
で
安

芸
守
護
で
あ
る
武
四
信
武
の
兼
任
と
な
り
、
そ
の
子
信
成
、
孫
信
春
と
惣
領
家

信
時
流
武
田
氏
が
代
々
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
信
武
の
甲
斐
守
護
在
蛾
を

確
認
で
き
る
の
は
、
観
応
二
年

（正
平
六
。
一
二
五

一
）
九
月
で
ぁ
る
が
、
信

武
の
甲
斐
進
出
の
事
実
は
早
い
時
期
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例

の

『
一
蓮
寺
寺
領
目
録
』
に
、
暦
応
二
年

（延
元
四

ｏ
一
三
二
九
）
六
月
、
信

武
の
子
武
躙
刑
部
大
輔
信
成
が
、
佐
分
弥
四
郎
入
道
観
阿
寄
進

一
条
郷
内
の
地
、

一
町
三
段
を
重
ね
て
同
寺
に
寄
進
し
、
二
年
後
の
暦
応
四
年
に
も
二
町
を
寄
進

し
て
い
る
が
、
貞
和
二
年

（
正
平
元

・
一
三
四
六
）
十
月
十
三
日
付
で
信
武
自

身
が

「
武
田
惣
領
源
信
武
」
の
名
を
も

っ
て
一
条
郷
蓬
沢
内
田
地

一
町
七
段
を

寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
湖

っ
て
建
武
二
年

（暦
応
元

・

一
三
二
八
）
正
月
二
十
八
日
付
の
足
利
尊
氏
下
文
は

「
甲
斐
国
飯
田
郷
内
武
田

源
七
跡
」
を
内
藤
左
衛
門
四
郎
泰
廉
に
与
え
て
い
る
が

（
『
萩
藩
閥
閲
録
』
）
、

泰
廉
は
信
武
の
家
臣
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
信
武
の
甲
斐
進
出
に
伴
う

処
置
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
武
田
源
七
の
家
系
は
明
ら
か
で
な
い
が
、　
一

条
流
武
田
氏
の
一
人
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
信
武

一
族
は
一

条
郷
を
中
心
と
す
る

一
条
流
武
田
氏
の
拠
点
を
着
々
と
侵
蝕
し
、
や
が
て
一
条

流
武
田
氏
は
本
貫
を
捨
て
て
、
そ
の
遠
祖
信
義
の
拠

っ
た
峡
北
の
地
に
移
り
、

子
孫
は
武
川
衆
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

（
う
甲

一
蓮
寺
の
支
配

も
信
時
流
武
田
氏
の
手
に
移

っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
信
武
の
守
護
所
は
ど
こ
に
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
記
の
と
お

り
信
武
父
子
の
一
蓮
寺

へ
の
寄
進
地
が
す
べ
て
一
条
郷
内
で
あ
る
こ
と
や
、
か

れ
が
臨
済
宗
法
泉
寺

（甲
府
市
和
田
町
）
の
開
基
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え

れ
ば
、
甲
府
市
内
に
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
次
の
信
成

・
信
春
の

守
護
所
は
塩
山
市
や
八
代
町
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
甲
府
市
と
の
関
係
は
認
め
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ら
れ
な
い
。
次
に
信
満
の
治
所
も
不
明
で
あ
る
が
、
敗
死
の
地
棲
雲
寺
で
は
法

号
を
棲
雲
寺
殿
云
を
と
す
る
の
に
対
し
、　
一
般
に
は
長
松
寺
殿
明
庵
光
公
大
居

士
と
す
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
長
松
寺
は
甲
府
市
池
田
二
丁
目

（
旧
長
松
寺

村
）
に
あ
る
臨
済
宗
の
寺
で
信
満
の
開
基
で
あ
る
。
そ
の
上
、
信
満
の
子
に
は

信
長
を
は
じ
め
、
宗
印

（仁
勝
寺
）

。
信
景

（今
井
）

・
信
賢

（巨
勢
村
）

・

信
安

（
山
宮
）
な
ど
甲
府
市
周
縁
部
に
根
拠
を
置
い
た
人
た
ち
が
多
い
。
信
満

の
治
所
は
或
い
は
甲
府
市
内
に
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
後
考
を
待

つ
。
最

後
に
、
信
昌

・
信
縄
そ
れ
に
甲
府
移
館
前
の
信
虎
三
代
の
居
館
は
、
普
通
石
和

館
と
呼
ば
れ
る
が
、
現
在
の
甲
府
市
川
田
町
に
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
昨
年
度

に
は
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
本
誌
に
そ
の
報
告
書
が
載

っ
て
い
る
の
で
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

む
す
び

以
上
、
武
田
信
虎
開
府
前
の
武
田
氏
と
甲
府
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
大
観
し

た
。
き
わ
め
て
素
描
的
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
の
深
化
に
少
し
で
も
お
役
に

立
て
ば
幸
甚
で
あ
る
。

注

（
１
）
　

『
勝
田
市
史
』
中
世
編
ほ
か
。

（
２
）

発
掘
の
成
果
等
に
つ
い
て
は
昭
和
町
教
育
委
員
会
等
編

『
義
清
神
社

内
遺
跡
』
参
照
。

（
３
）
　

『
八
条
院
領
目
録
』

（
『
平
安
遺
文
』

一
〇
）

・
『
昭
慶
門
院
御
領

目
録
』

（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
）
等
。

（
４
）
　

『
甲
斐
目
志
』
四
四
古
跡
部
七
、
同
六

一
神
社
部
七
等
。

（
５
）
　

三
兄
弟
の
事
件
に
つ
い
て
は
主
と
し
て

『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
に
従

っ

た
。

（
６
）
　

五
味
文
彦
氏

「
平
氏
軍
制

の
諸
段
階
」

（
『
史
学
雑
誌
』
六
八
編
八

号
）
。

（
７
）

太
田
亮
氏

『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
三
巻
逸
見
条
。

（
８
）
　

『
石
和
町
誌
』
第
二
編
歴
史
第
二
章
中
世

・
黒
田
基
樹

「
鎌
倉
期
の

武
田
氏
十
甲
斐
武
田
氏
と
安
芸
武
田
氏
」

（
『
地
方
史
研
究
』
二
一
一
）

等
。

（
９
）
　

『
石
和
町
誌
』
第
二
編
歴
史
第
二
章
中
世
第

一
節
鎌
倉
時
代
の
甲
斐

と
石
和

（秋
山
敬
氏
執
筆
）
。

（
１０

）

佐
藤
進

一
氏

『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』

。
同

『
室
町
時

代
守
護
制
度
の
研
究
』
上

・
『
石
和
町
誌
』
第
二
編
第
二
章
中
世
等
。

佐
藤
氏

『室
町
時
代
守
護
制
度
の
研
究
』
上
。

『
一
蓮
寺
過
去
帳
』
は
、
武
田
氏
の
世
代
の
最
初
に
仏
阿
弥
陀
仏
、

当
寺
大
願
主
武
田
甲
斐
守
時
信
の
名
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
次
に
は
信
光

・

信
政

。
信
時
と
続
く
信
時
流
武
田
氏
の
世
代
を
載
せ
、
特
に
信
春
に
つ

い
て
は
当
山
七
世
の
慈
父
で
あ
る
と
嵩
い
て
い
る
。
当
寺
の
住
持
は
当

初

一
条
流
武
田
氏
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
七
世
に
至
っ
て

信
時
流
に
代

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
甥
が
守
護
信
重
で
、
文
安
三

年

（
一
四
四
六
）
三
月
、
寺
に
書
を
下
し
て
客
殿
の
造
営
の
促
進
を
督

励
し
て
い
る
が
、
文
中

「
当
寺
は
先
祖
代
々
の
氏
寺
」
と
述
べ
て
い
る

の
は
興
味
深
い
。
す
で
に
完
全
に
自
家
の
氏
寺
と
し
て
の
意
識
で
あ
る
。

（市
史
編
さ
ん
委
員
長
）
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